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０.はじめに 
本要領は、「岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金（省エネ設備導入）交付要綱」

を対象としたものです。「岐阜県中小企業等脱炭素化促進事業費補助金（太陽光発電設備等

導入事業）」の申請要領とは異なりますのでご注意ください。 
 

１.事業の目的 
 エネルギー価格高騰への対応、さらには 2050 年ネット・ゼロの実現に向け、事業者は、

効果的な省エネ対策による恒久的な取組が急務ですが、これらの設備投資には多額の費用が

必要となります。 

 そこで、省エネ効果の高い設備への更新等を支援することにより、県内事業者の脱炭素化

とエネルギーコスト低減を図ることを目的とします。 

 

２.補助対象事業 

 
エネルギー利用の効率化が図られる設備を導入する事業 

 

３.補助対象事業〔交付要綱第３条〕 
 補助金の交付の対象となるのは、次に掲げる要件をいずれも満たす者です。 

（1） 県内に本社又は事業所を有する中小企業等であること（個人事業主にあっては、青色 

申告者に限る。）。 

（2） 年間のエネルギー使用量（原油換算値）が 1,500kl以上の事業所を有する中小企業者

である場合は、みなし大企業でないこと。 

（3） 県税の未納がないこと。 

（4） 補助対象事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者

であること（直近の決算において債務超過でないこと。）。 

（5） リース契約により補助対象事業を実施する場合は、リース事業者が共同事業者となっ

ていること。 

（6） リース契約により補助対象事業を実施する場合は、リース事業者ではなく補助事業者

が中小企業等であること。 

 

各定義は下記のとおり。 

＜中小企業者＞ 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）第２条第１項に規定する中小企業者 

 

＜中小企業等＞ 

次のいずれかに該当する者をいう。 

① 中小企業者 

② 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１号に規定する会社に該当しないもので、前年

度又は直近１年間のエネルギー使用量（原油換算値）が 1,500kl 未満の事業所を有する法

人その他の団体（社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、

宗教的活動又は政治的活動を行うことを目的とする団体、風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営

業にかかる接客業務受託営業を行う施設、その他公的資金の交付先として社会通念上不適

切であると認められる活動を行う施設を有する団体等を除く。） 

 



2 

 

＜中小企業者＞ 

 具体的には次の表のとおり。 

業種 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額または出

資の総額 

常時使用する従業員

の数 

①製造業、建設業、運輸業、そ

の他の業種（②～④を除く） 
３億円以下 300人以下 

②卸売業 １億円以下 100人以下 

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 

④小売業 5,000万円以下 50人以下 

 

＜みなし大企業＞ 

 次のいずれかに該当する企業をいう。 

① 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に 100％の株式を保有される中小企

業者（資本金又は出資金が５億円以上の法人が中小企業者に該当する場合を除く。） 

② 交付申請時において、確定している直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年

平均額が 15億円を超える中小企業者 

 

＜省エネルギー診断＞ 

 省エネルギーに関する専門知識を有する者が事業所を訪問し、当該事業所におけるエネルギー

の使用状況、設備の運転状況等を調査するとともに、当該調査結果に基づき省エネルギー対策を提

案するものであって、知事が認めるもの。 

 

４.補助対象経費〔交付要綱第３条〕 
 ・ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、下表のとおりです。 

区分 内容 

設備費 
補助対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、製造又は据付け、既存

設備の撤去等に要する経費 

工事費 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 

・ 次の経費は補助対象外となります。 

① 消費税及び地方消費税相当額 

② エネルギー利用の効率化と関係がない機能等の追加（オプション）に係る経費 

③ 中古設備の導入に係る経費 

④ 内訳が不明瞭な経費  

 

５.補助事業の要件〔交付要綱第３条〕 

・交付申請までに、補助対象事業を実施しようとする事業所等において、省エネルギー

診断（補助対象事業の実施年度以前４年度の間に実施したもの）（以下、「省エネ診断」

という。）を受診してください。 
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［知事が認める省エネ診断］ 

団体名 令和８年度の事業名 リンク 

（一財）省エネルギーセンター 省エネ最適化診断 https://www.shindan-

net.jp/ 

（一社）環境共創イニシアチブ 地域エネルギー利用最適化・ 

省エネルギー診断拡充事業 

https://shoeneshindan.j

p/ 

（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 地域エネルギー利用最適化・ 

省エネルギー診断拡充事業費補助金 

https://gifu-

datsutanso.jp/support 

・ リース契約により補助対象事業を実施する場合は、補助金額相当分をリース料金から

控除してください。 

・ 補助対象設備は、以下の要件を満たしてください。 

① 知事が認める省エネ診断において、「設備投資」や「投資改善」の提案を受けたも

のであること。（「運用改善」の提案を受けたものに対して事業を実施する場合は、

補助対象となりません。） 

※ 原則、知事が認める省エネ診断に基づく設備を導入し、その効果を示す事業を

補助対象としますが、当該省エネ診断による提案以上の設備を導入する場合で

も、その導入効果の算定根拠を説明できる場合には、補助対象とすることが可

能ですので、申請の際には、事前にご相談ください。 

② （設備更新の場合）更新前後で使用用途が同じであること。 

③ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。（既存設備の更新の場合、既

存設備を撤去すること。） 

④ 中古品でないこと。 

  

６.補助率・補助限度額・補助金の額〔交付要綱第３条〕 
・ 補助率及び補助限度額は下記のとおりです。 

・ 補助金は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額以内の額を予算の範囲内で交付し

ます。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。 

 

補助率 補助限度額 

１/３以内 
上限：1,000万円（１補助事業者当たりの上限 1,000万円） 

下限： 30万円 

 

 

７． 手続きの流れ 
（１）交付申請 

① 申請期間 

 

令和８年４月２７日（月）～令和８年６月５日（金） 

 

    ※予算の状況により、追加で募集を行う場合があります。 

    ※締め切りごとに審査を行います。 

 

 

 

https://www.shindan-net.jp/
https://www.shindan-net.jp/
https://shoeneshindan.jp/
https://shoeneshindan.jp/
https://gifu-datsutanso.jp/support
https://gifu-datsutanso.jp/support
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② 提出書類 

番号 提出書類名 

１ 交付申請書［第１号様式］ 

２ 事業計画書［別紙１］ 

３ 誓約書［別紙２］ 

４ 
省エネ診断結果（報告書） 

※補助対象事業の実施年度以前４年度の間に実施したものが対象となります。 

５ 
導入効果の根拠資料（導入効果確認シート等） 

・ 別紙１に記載の導入効果の算定根拠がわかる資料を提出してください。 

６ 
県税の納税証明書（全ての県税（個人県民税及び地方消費税を除く）及び地方法人

特別税・特別法人事業税の未納の徴収金がないことの証明） 

７ 

登記事項証明書 

・ 発効後３カ月以内の登記事項証明書を提出してください。 

・ 共同申請の場合（リース契約の場合）は、共同申請者についても同様に取得し、

提出してください。 

・ 個人事業主の場合、住民票の写しを提出してください。 

８ 

直近の財務諸表の写し 

・ 「貸借対照表及び損益計算書」を法人名が記載された表紙をつけて提出して

ください。 

・ 個人事業主の場合、直近の確定申告書Ｂ（マイナンバー部分を必ず黒塗りにす

ること）及び所得税青色申告決算書の写しを提出してください。電子申告を行

った場合は、国税電子申告・納税システム（e-Tax）で確認できる受信結果（受

信通知）のスクリーンショットを併せて提出してください。 

９ 

見積書 

・ 原則発行後３カ月以内のもの 

・ 設備費及び工事費の内訳、補助対象経費及び補助対象外経費の内訳がわかる

ようにしてください。（内訳が不明瞭な経費は対象外となりますのでご注意く

ださい。） 

・ 値引きがある場合は、原則として値引き後の金額を記載してください。（値引

きの記載がある場合、どの項目から値引きされているか明示してください。） 

10 
導入設備のカタログ等 

・ 型番や仕様（エネルギー消費効率等）が確認できるもの 

11 
会社概要 

・ 会社案内パンフレット等 

12 

その他知事が必要と認める書類 

・ 写真台帳 

（設備更新の場合）現況設備の状況がわかる写真 

（新規導入の場合）導入予定箇所の現状を示す写真 

 ・既存設備の設置位置を示した平面図、更新設備等の設置位置を示した平面図等

の図面 

・ チェックリスト 

・ 口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票 

下記より様式をダウンロードの上、提出してください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/226.html 

※以前に県に提出したことがあり、その内容（社名、代表者名,口座等）に変

更がなければ提出不要です。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/226.html
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・ リース契約の場合、リース料から補助金相当額が減額されていることがわか

るリース料金計算書案及びリース契約書案 

・ 自己所有でない建物等に設備を設置する場合、建物の所有者の承諾書（押印

要）及び賃貸借契約書等 

・ （追加評価項目に該当する場合）実施状況がわかる書類 

 

③  提出方法 

・ インターネット上の「Logoフォーム」にて受付します。 

https://logoform.jp/form/T8mB/1530054 

上記にアクセスし、必要事項の入力や必要書類を添付の上、 

申請してください。 

 

④ 審査 

・ 交付申請書の提出後、県は補助要件を満たすものであるかの審査を行います。

その後、申請額が予算を上回る場合については、次の項目を評価の上、補助対象

事業者を決定します。 

＜評価項目＞ 

ア：エネルギー削減量 

イ：エネルギー削減率 

ウ：経費あたりエネルギー削減量 

以下の項目に該当する場合には追加の評価を行います。 

＜追加評価項目（企業取組関連）＞ 

   ・再エネ１００宣言 RE Actionへの参加事業者 

   ・SBT（Science Based Targets/科学的根拠に基づく目標）の認定事業者 

   ・パートナーシップ構築宣言登録・公表事業者  

 

（２）事業の実施 

・ 審査の結果、補助金の交付を決定した場合、交付決定通知書を送付します。 

・ 交付決定通知書の送付後、速やかに補助事業に着手し、契約・発注等を行ってくだ

さい。 

※補助事業の着手は、原則、交付決定のあった日以後でなければなりません。や

むを得ない事由により、事前に着手する必要がある場合は、事前着手届を交付

申請書に添付して提出してください。 

・ 補助対象事業の経費の配分の変更をする場合、あらかじめ事業経費配分変更承認

申請書（別記第３号様式）を提出し、承認を受けてください。 

・ 補助対象事業の内容の変更をする場合、あらかじめ事業内容変更承認申請書（別記

第４号様式）を提出し、承認を受けてください。 

    ※未承認の場合は、交付決定を取り消すことがありますので、ご注意ください。 

※事業内容を変更する場合でも、既に交付決定を受けた金額から増額することはで 

きませんので、ご注意ください。 

・ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難

となった場合は、速やかに県にご相談ください。 

 

（３）実績報告 

・ 導入した設備等の設置工事が完了した時点をもって、補助対象事業の完了としま

https://logoform.jp/form/T8mB/1530054
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す。 

・ 補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して 30日を

経過した日又は令和９年２月２８日（日）までのいずれか早い日までに、実績報告

書に関係書類を添えて提出してください。 

 

 

 

① 提出書類 

番号 提出書類名 

１ 実績報告書［第７号様式］ 

２ 事業報告書［別紙３］ 

３ 

補助対象事業の実施状況が確認できる書類 

・写真台帳 

※導入設備の写真を交付申請時と同じアングルから撮ってください。 

※導入設備の型番や台数が確認できる写真を撮ってください。 

４ 

支払関係書類 

・発注書（契約書） 

・納品書 

・請求書 

５ 

その他知事が必要と認める書類 

・リース契約の場合、リース料から補助金相当額が減額されていることを証

明できる書類及びリース契約書 

・チェックリスト 

 

② 提出方法 

    交付決定時に具体的に指示します。 

 

 （４）補助金の額の確定及び支払 

・ 県は、実績報告書を審査し（必要に応じて現地調査を行い）、報告書の内容が交付

決定の内容及び条件等に適合すると認められた時は、補助金の額の確定を行いま

す。その後、補助事業者が提出する補助金交付請求書により補助金を支払います。 

・ なお、補助金の支払いは、事業完了後の精算払のみとします。（概算払は行いませ

ん。） 
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＜全体の流れ＞ 
事項 補助事業者 県 

○ 募集期間 
（令和８年４月 27 日～６月５日） 

 

交付申請手続き 

 

 

 

○ 審査 

 

 

○ 交付決定 

 

○ 事業開始 
（交付決定後） 

 

 

 

 

 

 

○ 事業完了 
（令和９年２月２８日まで） 

 

 

○ 実績報告 
（事業完了日から 30 日以内又は

令和９年２月２８日のいずれ

か早い日） 

 

 

 

 

 

 

○ 補助金の支払 

 

 

 

 

 

 

事業開始 

 

 

 

契約・発注 

 

 

 

事業完了 

 

 

 

実績報告書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書の提出 

 

審査 

 

 

交付決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査 
 

 

額の確定通知 

 

 

 

 

 

補助金の支払 
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８．その他留意事項 
 （１）財産処分の制限 

・ 補助事業により取得し、又は効用の増加額が 50万以上の機械及び器具は処分制限

財産となります。 

・ 補助事業者は、補助対象事業の完了後、処分制限期間（法定耐用年数）が経過する

前に処分等（譲渡、交換、貸付け、担保に供する）する場合は、あらかじめ県の承

認を受ける必要があります。 

   

（２）書類の整備等 

・ 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書

類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度以後５年間保

存しなければなりません。 
 

９.問い合わせ先 
岐阜県環境エネルギー生活部 省エネ・再エネ社会推進課 エネルギー係 

電話：０５８－２７２－８８３５ 

電子メール：c11268@pref.gifu.lg.jp 
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